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FAX

ワクチン接種コールセンター（接種の予約・接種券の再発行・その他問い合わせ）

令和５年春開始接種がはじまります

　５月８日～８月末までのコロナワクチン接種（令和５年春開始接種）は、初回（1・2回目）接種を完了して

いる下記の人のみが対象です。

12歳以上の集団接種会場

・とびうめアリーナ（総合体育館）　（住所：大字向佐野21－２）

・保健センター（いきいき情報センター1階）　（住所：五条３－１－１）
※保健センターでは接種日程が限られます。また、会場が小さいため、１日あたりの接種人数が少なくなっています。

（注意事項）

・新しい接種券の発行申請を行う場合、コールセンターへ電話または市役所３階窓口・

メールで申請できます。詳しくはホームページを確認してください。

・５～11歳（小児）は基礎疾患がない人であっても、初めてオミクロン株対応ワクチン接

種を希望する場合、８月末まで接種を受けることができます。

・オミクロン株対応ワクチン接種を希望する場合、前回のコロナワクチン接種から３カ月

以上の間隔を空ける必要があります。

対象者 接種券の発送

対象者のうち、オミクロン株対応ワクチンを未接種で、手元に３回目接種以降の接種券がある場合、

その接種券を使用してください。（新しい接種券は発送しません）

高齢者（65歳以上）

基礎疾患を有する人

（５歳～６４歳）

医療従事者、高齢者施設

従事者など（64歳以下）

前回接種日が早い人から順次、新しい接種券を発送

※予約の混雑を避けるため、日を分けて発送します。

【これまでに基礎疾患の申請が済んでいる人】

前回接種日が早い人から順次、新しい接種券を発送

【これまでに基礎疾患の申請をしていない人】

オミクロン株対応ワクチンの追加接種を希望する場合、

新しい接種券の発行申請が必要です。

【市が接種履歴を確認できる人】

5回目にオミクロン株対応ワクチンを接種した60歳未満の人は

前回接種日が早い人から順次、新しい接種券を発送

【その他の人】

オミクロン株対応ワクチンの追加接種を希望する場合、

新しい接種券の発行申請が必要です。

※生後６カ月～１１歳の接種は小児科で行います。

☎０１２０（３１２）４４５ 
平日：午前９時～午後７時、土日祝：午前９時～午後５時

平日：午前10時～午後６時、土曜日：午前９時～午後５時、日・祝：休業

４月30日まで　

５月１日から　　

後期高齢者の集団けんしんが始まります
問い合わせ　元気づくり課☎（928）2000　　 　　　　　

国保年金課　公費医療係（☎内線305・315）

後期高齢者医療保険料の算出方法が決定しました
問い合わせ　福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター☎（６５１）３１１１

国保年金課　公費医療係（☎内線３０５・３１５）

対象者

・75歳以上の後期高齢者医療の被保険者　·65歳以上の障害認定の人

※長期入院および一部の施設入所中の人は除きます。

※①～③がないと受診できません。

　（受診票は会場で再発行できません）

※前立腺がん検診は、別途1,500円（75歳以上）が必要です。65〜74歳の費用は折り込みの
「健康診査のご案内」を確認してください。

集団けんしんで分かること

日程

持ってくるもの

令和５年度個人ごとの保険料の計算方法

令和５年度の保険料軽減措置

申込方法

注意事項

【健康診査】問診/身長・体重/血圧・脂質/糖/肝機能/腎機能/貧血/血清アルブミン

【がん検診】 無料 肺がん/大腸がん/子宮頸がん（女性）/乳がん（女性）/胃がん（バリウム）　　有料 前立腺がん（男性）

※受診票（桃色の封筒に同封）は、福岡県後期高齢者医

療広域連合から対象者へ４月下旬に送付しています。

（本年度75歳になる人は、誕生月の10日頃）

※受診票の再発行を希望する場合は、福岡県後期高齢

者医療広域連合☎（651）3111へ連絡してください。

※後期高齢者健康診査（がん検診以外）は個別医療機

関でも受診できます。

　前年中の所得金額と４月１日時点の世帯（年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点）の

状況をもとに算定します。保険料額決定通知書を７月に送付予定です。

注３…基本的に注１と同じですが、満 65歳以上は「公的年金等収入－公的年金等控除額－特別控除額１５万円」など、例外あり。

注４…同一世帯内の被保険者または世帯主が、 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用。

注１…前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除額」「給与収入－給与所得控除額」「事業収入－必要経費」などの合計額で、

　　 所得控除前の金額。注２…合計所得金額が２，４００万円以下の場合43万円、２，４００万円を超える場合は異なる。

※本制度加入の前日まで社会保険の被扶養者であった人は、所得割額はかかりません。加入後２年間は均等割額の５割軽減

を受けることができます。均等割額が７割軽減に該当する人は７割軽減が優先です。

保険料額 （年額）

限度額６６万円 １０円未満切り捨て

対象者の所得要件〔 同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得額（注３）の合計額 〕 軽減割合（軽減後の均等割額）

43万円（基礎控除額）＋10万円×（給与所得者等の数－1）（注４） 以下

43万円（基礎控除額）＋29万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－1）（注４）以下

43万円（基礎控除額）＋53.5万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－1）（注４）以下

７割 （１６,９３０円）

５割 （２８,２１７円）

２割 （４５,１４８円）

均等割額

５６，４３５円
+=

所得割額

〔総所得金額等（注１）－基礎控除額（注２）〕×１０.５４％（所得割率）

７/10㈪ ７/20㈭ ７/28㈮

６/13㈫ ６/22㈭

５/19㈮～

６/29㈭

場　　所

申込開始

申込締切

いきいき情報センター いきいき情報センター総合体育館（とびうめアリーナ）

①受診票 ②保険証 ③健診費用500円

受診票と保険証を準備し、

予約センター（ふくおか公衆衛生推進機構）へ電話

☎ 0120-992-663

受診するときに援助や

配慮が必要な人は事

前に相談してください。

（平日午前９時～午後５時）
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